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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性及び透明性を高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによっ
て、株主をはじめとした多くのステークホルダーとの共存共栄が実現できると考えております。経営の健全性及び透明性を高めるために、コーポ
レート・ガバナンスを強化していくことが経営上の重要な課題であると認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則２－４－１】　女性・外国人・中途採用者の管理職への登用　

当社はグループ全体で、取締役、経営幹部、管理職、実務レベルの各層において女性登用をはじめとする人材の多様性を確保し、従業員の個々
の能力を最大限に活用する継続的な学習と成長を奨励しています。2024年においてはメドテック事業においてダニエル・ケリー氏がCEOに就任し
たほか、当社従業員の64％を女性が占めるなど、性別にかかわらず多様な人材が活躍できる組織づくりを推進しています。当社グループのサス
テナビリティに関する考え方及び取り組みについては、当社有価証券報告書「2【サステナビリティに関する考え方及び取組み】（https://ssl4.eir-par
ts.net/doc/2160/yuho_pdf/S100VJ7H/00.pdf）」として情報公開しています。

【補充原則３－１－３：情報開示の充実】　

当社は、「患者の皆さまに新たな希望を」というビジョンのもと、事業を通じたサステナビリティ活動に取り組みます。社会課題の解決及びSDGs達
成に貢献し、当社グループの中長期的な持続的な成長及び企業価値の向上を目指していきます。取り組みにあたり、マテリアリティ（重要課題）を
特定し、ステークホルダーの皆さまとの協働、グループ内の連携によって社会課題の解決に至るよう、サステナビリティ経営を推進します。

サステナビリティの取り組みの詳細については、当社ホームページに掲載しているサステナビリティレポートをご覧ください。（https://www.gniphar
ma.com//wp/wp-content/uploads/2025/03/2024年度ESGレポート.pdf）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 1,992,500 3.58

楽天証券株式会社 1,621,714 2.91

株式会社SBI証券 1,221,448 2.19

木下　圭一郎 1,080,000 1.94

NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 1,065,532 1.91

PERSHINGーDIV．OF DLJ SECS．CORP． 820,588 1.47

石橋　拓朗 683,500 1.23

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 672,300 1.21

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 625,600 1.12

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 593,400 1.07



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 3名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

菊池加奈子 他の会社の出身者

松岡真宏 他の会社の出身者

矢崎弘直 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

菊池加奈子 ○ ○ ○ ○ ―――

菊池加奈子氏は、グローバルでネットワークを
構築している製薬会社の経営者としての経験
や専門知識を有しています。その知見と国際的
な視点に基づき、医療事業への客観的な監督
と助言を行うことで、取締役会の実効性を高め
る役割を担うと判断し、社外取締役に選任いた
しました。また、上記ａ～k何れにも該当せず、
一般株主と利益相反の生じるおそれがないと
考えられるため独立役員として指定いたしまし
た。

松岡真宏 　 ○ ○ ○ ―――

松岡真宏氏は、証券会社での株式分析や経営
コンサルティングにおける長年の経験と幅広い
見識を有しています。その経験と資本市場から
の視点に基づき、経営全般への客観的な監督
と助言を行うことで、取締役会の実効性を高め
る役割を担うと判断し、社外取締役に選任いた
しました。また、上記ａ～kの何れにも該当せ
ず、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと考えられるため独立役員として指定いたし
ました。

矢崎弘直 ○ 　 ○ ○ ―――

矢崎弘直氏は、監査法人での実務を通じて培
われてきた会計分野における長年の経験と専
門知識を有しています。その専門性と厳格な監
査の視点に基づき、経営全般への客観的な監
督と助言を行うことで、取締役会の実効性を高
める役割を担うと判断し、社外取締役に選任い
たしました。また、上記ａ～kの何れにも該当せ
ず、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと考えられるため独立役員として指定いたし
ました。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性



全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 3 1 1 2 社内取締役

報酬委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査委員会 3 0 0 3 社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数 5名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

イン・ルオ あり あり ○ × なし

松井　亮介 なし あり × ○ なし

張　平 なし あり × × なし

穆　琮蓉 なし なし × × あり

兼古　拓也 なし なし × × あり

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査委員会の職務を補助する組織を設置し、専任する職員を置きま
す。監査委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査委員会は、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて会合を持ち、必要な情報を収集します。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明



・ストックオプション

長期業績連動報酬として、取締役、執行役に対して、その報酬と当社の業績及び株主価値との連動性を明確にし、株主の皆様と企業価値を一層
高めることを目的として、役位及び職務の内容に応じて、新株予約権を割り当てることがあります。新株予約権の発行数は上限を設けて実施いた
します。

本件に関わる指標は発行の都度決められる「新株予約権の行使の条件」によります。

・退職慰労金

取締役については、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する場合があります。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

付与対象者の業績向上に対する意欲や士気を高め、その結果として企業価値を一層向上させることを目的として付与しております。

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

（個別の執行役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員報酬の開示方法につきましては、有価証券報告書において取締役報酬の総額を開示し、その内数として社外取締役報酬を開示しておりま
す。加えて、連結報酬等の総額が１億円以上である者の報酬を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

＜取締役及び執行役の報酬の額の決定に関する方針＞

（1）方針の決定の方法

当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人報酬等の額の決定に関する方針を定め
ております。

（2）方針の概要

①　取締役及び執行役に共通する事項

・他社の支給水準等を勘案の上、取締役及び執行役に求められる職務及び責任に見合った報酬の水準を設定します。

・取締役の年俸及び退職慰労金並びに執行役の報酬の合計額は、１事業年度につき２億円以内とします。

②　取締役

　取締役の報酬は、年俸、ストックオプション、譲渡制限付株式及び退職慰労金からなります。

・年俸は、常勤・非常勤毎の基本報酬に対して、役職、職務内容等を反映した加算を行って決定します。

・各取締役につき、適切と認められる場合には、退職慰労金を支給することがあります。

・年俸及び退職慰労金に加え、当社企業価値の向上に向けたインセンティブとして、取締役に対し、ストックオプションを付与することがあります。

③　執行役

・執行役が取締役を兼任する場合には、取締役としての報酬のみを支給するものとし、執行役としての報酬は支給しません。

・執行役が取締役を兼任せず、執行役としての報酬を支給する必要がある場合には、職務内容等を勘案の上、適切な報酬額を定めます。

【社外取締役のサポート体制】

取締役会やその他会議に関する社外取締役への連絡及び情報提供については、社長及び管理部門管掌の担当役員より電話やＥメール等を使
用して適時行っております。その業務を円滑に行うため、各セクション（経営企画本部・財務経理部）が内容に応じて必要書類の作成作業を分担
し、当該役員をサポートする体制をとっております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、経営の透明性を確保するため、取締役会が効率的に経営全般を監督し、事業運営に関する意思決定、 執行を執行役に委任することで、

業務執行と監督機能を分離させ、迅速な業務執行を行うため、指名委員会等設置会社制を採用しております。当社は、取締役会の下に指名委員
会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会、各委員会、執行役の役割を明確にして実効性のあるコーポレート・ガバナンスを確立してお
ります。上記3委員会に加えて、執行の重要案件を審議し、CEOの諮問機関として経営会議（執行役会）を設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、執行役へ大幅に権限を委
譲し、迅速な業務決定・執行を確立するため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 定時株主総会の開催日の３週間前までに発送しています。

集中日を回避した株主総会の設定
多くの皆様にご出席いただけるように、株主総会の集中日を避けて実施するよう努めてい
ます。

電磁的方法による議決権の行使
パソコン又は携帯電話を使用してインターネット経由にて議決権を行使できる環境を整備
しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

インターネット議決権行使を実施しております。

招集通知（要約）の英文での提供
現時点では、英文招集通知の提供の予定はございませんが、検討すべき事項として認識
しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 作成後の公表を予定しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定期的説明会は行っておりませんが、前期において機関投資家向け説明会の
ライブ配信を実施いたしました。また、個人投資家の皆様からいただいたご質
問へのご回答を定期的に開示しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則、第２四半期および本決算発表時において、アナリストや機関投資家向け
に説明会を開催しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的説明会は行っておりませんが、海外投資家向けの個別面談を実施して
おります。

あり

IR資料のホームページ掲載
法定ならびに適時開示につきましては、東証適時開示情報伝達システム及び
当社のホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 CFO直轄の経営企画本部が所管しております。

その他
当社ウェブサイトに会社概要や、ＩＲスケジュール、株価情報等を掲載していま
す。また、適時開示およびお知らせのＩＲメール通知サービスを提供していま
す。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、企業の説明責任を果たすべく、積極的にステークホルダーとのコミュニケーショ
ンを行い、企業情報を適時、適切な方法にて開示することを行動指針としております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、「患者の皆様に新たな希望を」というビジョンのもとアンメット・メディカル・ニーズ
（有効な治療法がない疾患に対する医療ニーズ）に応え、製薬及び創薬の事業活動にお
いて、社会的責任を果たすことを最重要課題としております。これらのESGやサステナビリ
ティに関わる活動については、当社ホームページ（https://www.gnipharma.com//wp/wp-c
ontent/uploads/2025/03/2024年度ESGレポート.pdf）を通じて情報公開しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

関係法令および適時開示規則の趣旨を踏まえ、情報開示にあたっては、特定の投資家に
対する選択的な情報提供を行わないよう留意し、すべてのステークホルダーに対して公平
かつ適切な情報提供を行う方針としております。

特に、米国に上場する子会社を有していることから、親子上場におけるガバナンスおよび
フェアディスクロージャーの観点を重視し、当該子会社による開示が先行して行われる運
用としております。これにより、重要情報の開示に際しては、各市場における開示ルール
の整合性および投資家間の情報格差の回避に配慮しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の取締役会は、当社の執行役および従業員による職務遂行が法令および当社の定款に適合することを確保するために、以下の体制を含む
内部統制システムを整備しております。

（1）執行役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

① コンプライアンス体制に係る規程を制定するとともに、執行役および従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動をとるための行

動基準を定め、規範とします。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に
役職員教育等を行い、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取締役会および監査委員会に報告されます。当社の事業
活動又は取締役および従業員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やかに社内に設置する窓口に通報・相談するシステムを整備
しております。

② 執行役は、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために各分掌に従い、担当する部署の内部統制を整備し、必要な諸規則

の制定および周知徹底を図るとともに、「取締役会規程」を遵守します。

③ 通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部門を設置し、 内部監査部門は、「内部監査規程」に従って監査を実施し、社長・CEO宛に

改善の勧告を行っております。

（2）取締役ならびに幹部社員のトレーニング

会社法および関連法令やコーポレートガバナンスに関する情報等、求められる役割と責務を果たすために必要な知識を習得できる機会を提供し
ております。

（3）執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

　「文書保存管理規程」に従い、執行役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存します。取締役会が
選定した内部監査人は、文書保存管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループのリスク管理については、コンプライアンス部が全社的なリスクを網羅的かつ統括的に管理しております。リスク管理に関する統括責
任者はCOOとし、その責任の所在を明確化しております。 また、コンプライアンス部はCEO直轄の組織として位置付けられており、リスク管理機能

の独立性を確保しております。 新たに発生したリスクについては速やかに担当部署を定めるとともに、コンプライアンス部がグループ各部門のリス

ク管理状況をモニタリングしております。その結果は定期的にCOO、監査委員会、内部監査部門および取締役会に報告され、取締役会において
改善策の審議・決定を行っております。

（5）執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営管理システムを用いて、執行役の職務の執行の効率化を図っております。

①職務権限・職務分掌を定めるものとして「組織規程」を制定

②執行役、執行役員およびアドバイザーを構成員とする経営会議の設置

③経営会議および取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく各部門の業績目標と予算設定、月次・四半期業績管理の実施

④経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

（6）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

①当社および子会社における内部統制の構築を目指し、当社グループ全体の内部統制に関する内部監査人は、取締役会が任命し、当社および
子会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築するとともに「関係会
社管理規程」を制定しております。

②当社執行役および子会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。

③内部監査人は、当社および子会社の内部監査を実施し、その結果を社長・CEOおよび(1)の担当部署および(3)の責任者に報告し、(1)の担当部
署は、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。

（7）監査委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の執行役からの独
立性に関する事項

　監査委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査委員会の職務を補助する組織を設置し、専任する職員を置きま
す。監査委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。

（8）執行役および使用人が監査委員会に報告するための体制、その他監査委員会への報告に関する体制、およびその他監査委員の監査が実効
的に行われることを確保するための体制

　取締役会および使用人は、当会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに、監査委員に当該事実を報告するものとし
ます。なお、当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いをすることを禁止しております。

　監査委員は取締役会、経営会議等の重要な会議に出席することができます。監査委員会は会計監査人および財務経理部から定期的に報告を
受け、財務報告の適正性について確認ができる体制をとります。

監査委員会と代表執行役社長との間で定期的に意見交換を実施することとしております。

（9）監査委員会の職務の執行について生ずる費用に関する事項

　取締役は、監査委員会が監査の実施のための費用を請求する時、当該請求に係る費用が監査委員会の職務執行に必要でないと認められる場
合を除き、これを拒むことはできないものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは、一切の関係を持ちません。当社は、かかる 反社会的勢力との関係を断固として拒

絶します。



（1）対応統括部署を管理本部と定め、不当要求防止責任者を設置しております。

（2）社内、業界内の経験の蓄積、警察等関連機関からの情報収集に努め、被害防止に役立てております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．当社の内部情報の適時開示に係る基本方針について

１）情報開示方針について

　当社は、株主・投資家の皆様に有用な情報を提供することを目的に、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則（以下「適
時開示規則」）に則り、適時かつ公平に情報開示を行っていく方針であります。また、それ以外の情報に関しても経営上の重要事項と判断した事実
については、当社ホームページや東証適時開示情報閲覧サービス等を通して、適時かつ公平に開示を行っております。

２）情報開示の方針の周知、啓蒙について

　当社は、株主・投資家等に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明
確に伝え、それらに対する意見・批判を真摯に受け止めていく方針であります。

２．当社の内部情報の適時開示に係る社内体制について

１）適時開示対応部署

　当社では、ディスクロージャー業務を重要情報管理責任者が統括しており、重要情報管理責任者の管理の下で、当社の各部門長および海外子
会社の各担当者から情報を収集し、適時開示業務を遂行しております。

２）適時開示に係る社内教育体制

　当社では、「インサイダー取引防止規程」および当社グループのグローバルな事業展開および海外上場子会社の存在を踏まえた「グローバルグ
ループ・インサイダー取引規程」に基づき、役職員に対して連結財務報告や内部統制（J-SOX）に必要となる財務や事業情報の適切な内部情報の
管理に関する教育を行い、その重要性および趣旨を社内ならびに各子会社に周知徹底しております。

３）情報収集・開示体制

　当社では、「インサイダー取引防止規程」および「グローバルグループ・インサイダー取引規程」に基づき内部情報の管理統括業務を重要情報管
理責任者の管理により行なっております。

　決定事実に該当する重要な事項については、経営会議を経て、取締役会で決定が行われます。それらの会議体で決定された重要事項について
は、決定・承認と同時に重要情報管理責任者がすべて把握できる体制となっております。

　決算情報に該当する事項については、監査法人とも円滑なコミュニケーションをとっており、本決算、中間決算、四半期決算には適切な会計処理
に基づき、適時開示に関して協議を行います。決算情報は経営会議を経て、取締役会にて承認されます。

　重要事実が生じたこと又は生じたおそれがあることを知った場合については、速やかにその内容を重要情報管理責任者に通知し、当該情報の
漏洩防止を図っております。その上で、経営会議を経て、取締役代表執行役社長より取締役会に報告すると同時に、適時開示に関する判断を行
います。

４）適時開示に関する監査体制

　内部監査担当部門により業務執行の適法性、妥当性ならびに効率性の内部監査を実施します。適時開示は監査対象であり、監査結果に対して
必要に応じて改善提案と指導を行います。




